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■
増
員
に
よ
る 

 
 

防
災
体
制
の
充
実 

  

国
土
交
通
省
は
、
令
和
二
年
度
定

員
査
定
以
降
、「
地
方
整
備
局
（
北
海

道
開
発
局
を
含
む
）
等
の
執
行
体
制

の
強
化
」
と
の
項
目
で
２
０
２
０
年

（
R
２
）
５
７
名
、
２
０
２
１
年

（
R
３
）
１
３
４
名
、
２
０
２
２
年

（
R
４
）
１
３
５
名
と
３
年
連
続

の
増
員
で
の
査
定
を
受
け
て
い
ま

す
。
査
定
理
由
は
「
大
規
模
災
害
か

ら
の
復
旧
・
復
興
」「
災
害
発
生
時
に

お
け
る
テ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ス
派
遣
」

「
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靱
化
」
の

観
点
か
ら
「
地
方
整
備
局
等
の
人
員

を
増
員
し
体
制
を
強
化
」
す
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

各
支
部
か
ら
は
、
防
災
体
制
の
厳

し
い
実
態
を
訴
え
、
出
張
所
・
事
務

所
の
最
前
線
で
の
増
員
を
求
め
ま

し
た
。
当
局
は
、
職
員
の
頑
張
り
に

対
し
一
定
の
お
礼
は
述
べ
る
も
の

の
、
「
厳
し
い
実
態
を
関
係
機
関
に

説
明
し
て
い
く
」
と
の
従
来
の
回
答

に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。 

 

■
処
遇
改
善 

 

処
遇
の
関
係
で
は
、「
6
級
上
位

定
数
等
の
定
数
確
保
に
よ
る
処
遇

改
善
」
と
、「
災
害
等
に
お
け
る
管
理

職
特
別
勤
務
手
当
等
の
改
善
」
に
つ

い
て
追
及
を
し
て
い
ま
す
。 

 

◯
上
位
定
数
確
保
！ 

当
局
は
定
数
確
保
に
つ
い
て

は
、「
重
要
な
課
題
」
と
発
言
し

つ
つ
「
人
事
院
の
査
定
は
厳
し

い
」
と
逃
げ
の
回
答
を
し
て
い

ま
す
。
増
え
た
定
数
を
有
効
に

使
い
発
令
幅
拡
大
の
追
及 

 

に
関
し
て
は
「
総
合
的
に
判
断
」

し
発
令
し
て
い
く
と
し
て
い

ま
す
。 

 

◯
災
害
時
支
給
手
当
の

改
善 

テ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ス
派
遣
等

の
災
害
時
は
、
指
揮
命
令
系
統

も
異
な
り
一
般
職
員
と
し
て

の
超
勤
手
当
等
の
支
給
を
検
討
す

る
よ
う
迫
り
ま
し
た
が
、
当
局
は

「
災
害
時
も
『
特
別
の
調
整
額
（
管

理
職
手
当
）
の
範
囲
内
』」
と
回
答
し
、

ユ
ニ
オ
ン
の
指
摘
に
誠
実
に
答
え

て
い
ま
せ
ん
。 

■
働
き
が
い
あ
る
定
年
延

長
制
度
の
創
設
を
！ 

 

当
局
は
、
定
年
延
長
が
初
め
て
適

用
さ
れ
る
昭
和
38
年
生
ま
れ
に
対

し
て
、
定
年
延
長
で
の
雇
用
継
続
を

望
む
か
の
意
向
把
握
を
行
っ
て
い

ま
す
。
ユ
ニ
オ
ン
は
運
用
方
針
も
示

さ
ず
、
退
職
金
の
取
扱
い
す
ら
説
明

し
な
い
不
誠
実
な
当
局
の
姿
勢
を

追
及
し
て
い
ま
す
。 

 

当
局
の
回
答
は
、
制
度
設
計
に
対

す
る
考
え
も
示
さ
ず
「
安
心
し
て
勤

務
で
き
る
制
度
と
な
る
よ
う
（
人
事

院
等
の
動
き
を
）
注
視
し
て
い
き
た

い
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。 

  

限
ら
れ
た
時
間
の
中
の
交
渉
で

あ
っ
た
事
か
ら
、
充
分
に
相
互
理
解

を
深
め
た
上
で
の
や
り
と
り
と
は

な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
年
１
回
２
時

間
（
今
回
は
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
り
１

時
間
半
）
の
交
渉
を
増
や
す
よ
う
に

求
め
る
と
と
も
に
、
適
切
な
時
期
と

回
数
で
我
々
の
要
求
と
切
実
な
職

場
実
態
を
聞
く
よ
う
求
め
、
当
局
よ

り
「
皆
さ
ん
か
ら
色
々
な
お
話
し
を

聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。
改
善
す
べ
き

は
改
善
し
て
い
く
」
と
の
回
答
を
得

て
交
渉
を
終
え
て
い
ま
す
。 

 

 

管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
二
月
二
五
日
、
各
地
方
整
備
局
及

び
国
土
地
理
院
の
各
支
部
要
求
を
背
景
に
官
房
長
交
渉
を
実

施
し
ま
し
た
。
災
害
対
応
に
苦
労
す
る
職
場
実
態
に
は
一
定

の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
改
善
す
る
要
員
配
置
や
、

管
理
職
特
別
勤
務
手
当
等
処
遇
の
充
実
を
求
め
る
声
に
は
、

従
来
の
域
に
留
ま
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。 
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亀井委員長 
 
職場に見える

増員の配置、 
処遇改善を！ 

瓦林官房長 
 
これで良いと
は思っていな

い。 
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■
管
理
職
の
皆
さ
ん 

  

私
た
ち
管
理
職
員
の
仕
事
は
、
部

下
の
健
康
や
メ
ン
タ
ル
も
含
め
た

「
職
員
管
理
」
と
、
国
民
の
安
全
・

安
心
の
為
の
防
災
業
務
や
社
会
資

本
整
備
等
の
業
務
を
「
マ
ネ
ー
ジ
メ

ン
ト
」
す
る
こ
と
な
ど
で
す
。 

こ
れ
ら
仕
事
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ

っ
て
も
各
々
の
特
性
や
運
用
ル
ー

ル
が
日
々
変
化
し
、
戸
惑
う
ケ
ー
ス

も
多
々
あ
り
ま
す
。
事
務
所
に
よ
っ

て
異
な
る
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
周
囲
の
人
間
関
係

な
ど
で
悩
む
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

  

私
た
ち
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、
そ

ん
な
時
に
相
談
に
乗
れ
る
組
織
を

目
指
し
て
い
ま
す
。
答
え
が
解
っ
て

い
れ
ば
教
え
合
い
、
解
ら
な
け
れ
ば
、

一
緒
に
考
え
、
当
局
等
解
決
で
き
る

と
こ
ろ
へ
一
緒
に
働
き
か
け

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

         

■
コ
ラ
ム 

  

四
月
期
の
人
事
異
動
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。 

近
畿
地
整
で
は
、
３
０
人
を
超
え
る

辞
職
者
が
確
認
さ
れ
た
。 

理
由
は
色
々
あ
る
と
は
思
い
ま
す

が
、
よ
く
聞
く
理
由
は
、 

 

「
配
転
が
広
域
に
わ
た
る
こ
と
」

生
活
設
計
を
持
つ
上
で
、
何
処
を
拠

点
に
仕
事
と
生
活
を
両
立
さ
せ
る

か
は
大
き
な
問
題
だ
。
職
場
で
は
、

長
時
間
通
勤
と
単
身
赴
任
が
ウ
ヨ

ウ
ヨ
い
る
。
そ
ん
な
実
態
を
若
い
人

が
見
る
と
夢
が
持
て
な
い
の
か
も

知
れ
な
い
。 

 

処
遇
の
「
格
差
が
明
瞭
」
。
本
省
を

経
験
し
た
人
と
、
出
張
所
で
現
場
を

大
事
に
す
る
人
の
格
差
が
歴
然

等
々
。 

 
 

そ
し
て
、
「
仕
事
が
忙
し
す
ぎ

る
」
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
一
方

で
、
新
た
な
課
題
・
仕
事
が
増
え
る
。

超
過
勤
務
は
一
向
に
減
ら
な
い
。 

 

更
に
は
「
パ
ワ
ハ
ラ
ま
が
い
」
の

業
務
ノ
ル
マ
の
締
め
付
け
等
々
。 

 

防
災
事
業
等
、
国
民
か
ら
期
待
さ

れ
る
仕
事
だ
か
ら
こ
そ
、
や
り
が
い

と
夢
の
持
て
る
職
場
に
転
換
し
た

い
。 

管理職ユニオン 
に加入を！ 

【業務改善】災害
時の三交代体制
の確立

　甚大な規模の災害が発生すれば24時間を超えるような連続勤務が後を絶たな
い。政府の方針はワークライフバランスにあり、一度「非常体制」が発令されたら、
滞りなく「三交代勤務」に移行し職員の健康が守られるよう、当局の責任で制度
設計を行い要員体制を整えること。

【業務改善】出張
所体制の拡充

　減員による一人出張所や出張所の統廃合により現場対応がままならない状態
にある。地元からも不信の声が出ており、今まで培った地元との信頼関係が崩れ
ている。現場への増員と処遇改善を強く求める。

【業務改善】雪寒
体制の改善

　雪寒体制が事務所全体で取り組んでいるが、24時間勤務してその翌日に再度
の24時間勤務をする職員も少なくない。当局は職員の健康が守れる状態で体制
が継続できるよう要員の確保を行うべきだ。また、女性は母性保護を考慮した体
制勤務ガイドラインを作るべき

【業務改善】ダム
放流体制の改善

　中部丸山ダムで放流体制の変更があった。今までダム流入量2800m3/s以上
での操作が、300m2/s以上に今年から変わった。8月期は連続24時間を超えるゲ
－ト操作が頻繁に発生し、他事務所からの応援があってもゲート操作責任者の管
理支所長は140時間を超える超過勤務を強いられ、所在の町から出られない状
態になっている。当局はこの異常な体制を改善すべきだ。

【手当】支給改善

　TEC派遣や防災業務は、管理職手当の適用内として、超過勤務手当は支払わ
れていない。この事は現職管理職員のモチベーションを低下させるだけでなく、若
手職員の管理職への昇任意欲も低下させている。災害対応業務をやりがい持っ
て取り組むためにも、報われる手当の新設、或いは、超過勤務での処理を要求す
る。

【処遇】地理院の
処遇改善

　地理院は、災害時も含め「国土強靱化」に関する業務を行っているが、地方整
備局が増員の内示がある中蚊帳の外にある。同様に要員確保を行って欲しい。
また、地理院長は「特別な機関」の長で処遇の格付けも高いが、本院は「管区」地
方測量部は「府県単位」にも及ばない処遇だ。機関として均衡有る処遇評価を求
める。

【処遇】６級昇格
改善

　課長の６級昇格を１０月１日発令にしているが、何故４月１日で発令しないのか。
年度で付いた定数を半年放置するのは格差を付ける目的で処遇改善と逆行す
る。

【処遇】格差の解
消

　専門職種は過去と比べ６級昇格が後退している。原因は課長ポストの削減で、
本人の能力とは関係ないところでの格差だ。

【処遇】格差の解
消

　女性管理職の処遇が遅れている。５級にも昇格しておらず、同じ様な年齢の男
性管理職と明らかな差がある。同等に近づけることが管理職とした当局の責任で
は無いのか

【処遇】級別定数
改善

　１０年前と上位ポストの級別分布を見ると、キャリアのポストは上位定数を増やし
ているが、地整生え抜きのノンキャリは増えていない。事務所の上位層の格付け
を上げたなら全体の格付けも上げるべき。副所長の７級ポストを増やすことを要求
する。


